
上記ギャップ分析結
果を踏まえ、CSAの
効率的な見直し方
法、ディスピュート対
応の態勢整備等、
具体的な対応策を
提案

ロードマップにも反映

ロードマップ、対応方針の策定
貴行にとって必要十分な要対
応事項を網羅

サウンド・プラクティスに係る情
報の提供
貴行の同種業態に係るサウ
ンド・プラクティス

ご質問への対応
典型的な質問をFAQとして提
供することも検討

貴行において説明
会を実施（基本的
に１回を想定）

貴行の関連規程
や実態を調査し、
サウンドプラクティ
スとのギャップを
分析

貴行のご要望に応
じ、担保管理態勢
の高度化等、上記
以外のサービスも
提供

弁護士へのご相談
は、ＤＴ弁護士法
人でも対応可能

【無料】 説明会

高度化サービス

ギャップ分析

具体的な対応策

基本パック


